
障害福祉計画

障害者総合支援法
第88条第1項

障害福祉サービス等の見込み
と

その確保策を定める

障害者基本法

（障害者基本計画等）
第十一条
３　市町村は、障害者基本計画及び都道府県障害者計画を基本とするとともに、当該市町村における障害
者の状況等を踏まえ、当該市町村における障害者のための施策に関する基本的な計画（以下「市町村障害
者計画」という。）を策定しなければならない。

障害者総合支援法

（市町村障害福祉計画）
第八十八条　市町村は、基本指針に即して、障害福祉サービスの提供体制の確保その他この法律に基づく
業務の円滑な実施に関する計画（以下「市町村障害福祉計画」という。）を定めるものとする。
(以下略）

児童福祉法
第三十三条の二十　市町村は、基本指針に即して、障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確
保その他障害児通所支援及び障害児相談支援の円滑な実施に関する計画（以下「市町村障害児福祉計画」
という。）を定めるものとする。

　３つの計画は根拠法が異なりますが、いずれも障害福祉に関する計画であることから、一体的にか
つ「白井市第6次総合計画」及び「白井市第3次地域福祉計画」を上位計画として策定します。また、市
町村障害福祉計画及び障害児福祉計画は「基本指針」（「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等
の円滑な実施を確保するための基本的な指針」令和8年こども家庭庁・厚生労働省告示第4号）に即
して作成することとなっています。

計画期間
中長期の計画で

期間任意
3年を1期とする

計画の根拠と内容

障害者計画 障害児福祉計画

根拠法
障害者基本法
第11条第3項

児童福祉法
第33条の20

内　容
障害者施策の基本的な

方向性について定める計
画

障害児通所支援等の提供体制と、
その確保策を定める

白井市第６次総合計画

白井市第３次地域福祉計画

連携・整合

白井市障害者計画2026-2032

白井市第８期

障害福祉計画
白井市第4期

障害児福祉計画

国の基本指針

しろい健康プラン しろいこどもプラン
高齢者福祉計画

介護保険事業計画

その他関連する計画

障害者基本法

国 障害者基本計画

県 障害者計画

障害者総合支援法

県 障害福祉計画

児童福祉法

県 障害児福祉計画



 (※)は策定予定の計画 

分野 基幹計画

(分野政策レベル） 分野施策レベル 分野事業レベル

参考　分野別個別計画の体系

ICT部門の業務継続計画

業務継続計画（災害編）

国民保護計画

耐震改修促進計画

新型インフルエンザ等対策行動計画 業務継続計画（新型インフルエンザ等編）

水道事業第１次拡張２次変更建設計画

水道事業経営戦略

印旛沼流域関連公共下水道事業計画

手賀沼流域関連公共下水道事業計画

マンション管理適正化推進計画

森林整備計画

鳥獣被害防止計画

しろいこどもプラン　（子ども・子育て支援事業計画）

放課後子ども総合プラン行動計画

高齢者福祉計画・介護保険事業計画

環境基本計画
ごみ減量化・資源化基本方針

地球温暖化対策実行計画

 （令和８年３月末現在）

　　　　　　　　　　　　　　　　 　個別計画

障害者計画 障害福祉計画・障害児福祉計画

農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想

しろいの梨ブランド化推進計画

第
 
６
 
次
 
総
 
合
 
計
 
画

（
基
本
構
想
・
前
期
基
本
計
画
・
前
期
実
施
計
画

）

福祉・健康 地域福祉計画
しろい健康プラン

データヘルス計画

教育・学習 教育大綱
教育振興基本計画

産業・雇用 産業振興ビジョン
農業振興地域整備計画

公共施設等総合管理計画

都市公園施設長寿命化計画

しろい保育みらいビジョン

行 財 政 白井市行政経営指針

都市・交通 都市マスタープラン

道路整備基本計画

汚水適正処理構想

市道修繕計画

定員管理指針

人材育成基本方針

DX推進指針

公共施設個別施設計画

行政経営改革実施計画

学校施設の長寿命化計画

橋梁長寿命化修繕計画

男女共同参画計画

国土強靭化地域計画

まち・ひと・しごと創生総合戦略

分野横断 情報提供計画

シティプロモーション基本方針

環境・自然

地域公共交通網形成計画（地域公共交通計画）

下水道事業経営戦略

景観とみどりの基本計画(※)

空家等対策計画

バイオマスタウン構想

地域・交流 コミュニティ基本方針(※)

災害・安心 地域防災計画
避難行動要支援者避難支援プラン

災害廃棄物処理計画


